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１． 総則

（１）はじめに

本公表図書は、長崎県土木部営繕課（以下「営繕課」という。）が発注する建築・電気

設備・機械設備工事（営繕課が依頼し地方機関が発注する工事を含む）の積算基準のう

ち、独自に制定している基準及び独自調査により決定した単価を公表するものである。

（２）内容

（略）

ホ．単価の採用順位

単価の採用順位は、「特別調査品目単価（公表単価）」、「市場単価・単位施工単価」

及び「標準歩掛等による複合単価」、「物価資料の掲載価格」、「専門工事業者の見積価

格等」の順とする。ただし、山間へき地・離島等の地理条件が特異な場合、建物形状が複

雑な場合、又は施工規模が著しく異なる場合等、実情に即していない場合はこの限りでは

ない。

ヘ．単価の採用期

単価の採用期は、表２の通りとする。
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（３）その他

イ．産業廃棄物処理価格（アスファルト塊、コンクリート塊、汚泥及び木材）、残土処

分価格については、別途公表されている「産業廃棄物処理業者一覧表・単価（Ａｓ，

Ｃｏ）」、「木くず処理業者一覧表・単価」等を参照のこと。

ロ.「市販公表単価表」を発行している両団体【一般財団法人 経済調査会及び一般財団

法人 建設物価調査会】の許可を受けずに、本図書と「市販公表単価表」の情報を複合

させた単価表（電子媒体を含む）を作成し、これを第三者に販売することは、禁じら

れている。

ハ．本書の内容に関する質問は、原則として受け付けない。

ニ．本書は、令和８年４月１日以降に起工する工事から適用する。

なお、年度途中に資材価格が著しく変動した場合、本書の単価を変更することがあ

る。
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